
東大阪市例規データベースシステム管理業務委託等公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

  例規集の維持管理における更なる確実性・正確性の向上や、法令改廃情報等の迅速な把握・ 

提供など、市全体での法制執務に係る業務の更なる効率化を目的として、東大阪市例規データ 

ベースシステムの構築、データ更新等に関する業務を委託する事業者を募集し、プロポーザル 

方式により選定するものである。 

 

２ 業務の名称 

東大阪市例規データベースシステム管理業務委託等 

 

３ 業務内容 

① 東大阪市例規データベースシステムの構築 

② 東大阪市例規データベースシステムの更新及び保守 

③ 例規関連システムの更新及び保守 

④ 市ウェブサイト用の例規検索システムの構築及び保守 

詳細は別紙仕様書のとおり 

 

４ 履行期間 

履行期間 令和９年１月１日から令和１３年１２月３１日まで 

     ※地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条に基づく、上記期間の債務負

担行為を前提とした契約を締結予定である。 

 

５ 委託事業者の選定方法 

プロポーザル参加意思表明書（様式１）の提出があった者を対象として、提案書等の提出及び

それらに基づくプレゼンテーションを求め、庁内に設置する、東大阪市例規データベースシステ

ム管理業務委託等事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）にて審査を行い、最も優れ

ている委託事業候補者を委託事業者として選定し、契約締結に向けた手続を行う。 

 

６ 参加資格 

  プロポーザル参加意思表明書（様式１）の提出日から委託事業者との契約締結までの間、次の

要件を全て満たすこととする。 

(1) 令和６・７・８年度東大阪市入札参加有資格者名簿（物品・役務）に登録されていること。 

(2) 東大阪市入札参加停止要綱による入札参加停止期間中でないこと。 

(3) 東大阪市公共工事等暴力団対策措置要綱による入札参加除外措置中でないこと。 

(4) 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当する者でないこと。 



(5) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

(6) 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続開始の申立てがなされている

者でないこと。 

(7) セキュリティ又は情報管理に関する体制について、提案会社が一定の基準を満たすことを確

認することを目的として、ISMS（ISO27001 又は JISQ27001）又はプライバシーマーク

（JISQ15001）のいずれかを取得していること。なお、協力会社、下請け会社等の取得は認め

ないものとする。 

(8) 国税及び地方税の滞納がないこと。 

 

７ 参加に係る提出書類等 

次に掲げる書類について、令和８年７月１日（水）から同月９日（木）までに持参又は郵送で

提出のこと。なお、持参する場合の受付時間は市の業務日の午前９時から午後５時３０分までと

し、郵送する場合は、令和８年７月９日（木）午後５時３０分までに必着のこと。 

番号 書類の名称 様式 

１ プロポーザル参加意思表明書 様式１(代表者印の押印必須) 

２ 会社の登記情報 
商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

※発行後３か月以内のものに限る 

３ 
国税の滞納がないことを証する

資料 

税務署が発行する消費税及び地方消費税の納税証明書 

※直近の年度のもので、発行後３か月以内のものに限

る 

４ 
地方税の滞納がないことを証す

る資料 

各市町村が発行する法人市町村民税、固定資産税及び

都市計画税の納税証明書 

※法人市町村民税については直前２年間分、固定資産

税及び都市計画税については直前２年度分で、発行後

３か月以内のものに限る 

※未納税額・納付額がない納税証明書も可 

※固定資産税・都市計画税の課税のない場合は、誓約

書（様式２）を提出すること 

 

８ 選定 

 (1) 選定に係る提出書類 

   ① 提案書（任意形式） 

      「東大阪市例規データベースシステム管理業務委託等仕様書」記載の全ての要件を満

たす内容を盛り込んだうえで、参加者の提案内容を記載すること。 



      また、書式は自由とするが、Ａ４版を基本とし、それより大きいサイズの用紙を使用

するときは、Ａ４版のサイズに折り込むこと。 

   ② 見積書及び経費内訳書（任意形式） 

      別紙仕様書内「見積対象の範囲及び条件」に記載の全ての要件を実現するための費用

について、初年度（令和９年１月から同年３月までの３か月分）における費用及び５年

間の総額が分かるように提出すること。 

 (2) 提出部数 

   正本１部のほか副本１０部 

 (3) 提出先 

   東大阪市行政管理部法務文書課 

 (4) 受付期間 

   令和８年７月１５日（水）午前９時から同月３１日（金）午後５時３０分まで（必着） 

 (5) 提出方法 

    持参又は郵送で提出のこと。なお、持参する場合の受付時間は市の業務日の午前９時から

午後５時３０分までとし、郵送する場合は、令和８年７月３１日（金）午後５時３０分まで

に必着のこと。 

 (6) 提出書類の返却 

   提出書類は返却しない。 

 (7) 質疑応答 

   ① 受付期間 

     令和８年７月１５日（水）午前９時から令和８年７月２１日（火）午後５時３０分まで 

   ② 質問方法 

      質問内容を簡潔にまとめ、「１３．問合せ先及び書類提出先」に記載のメールアドレ

スに電子メールで送信すること。 

   ③ 回答 

      令和８年７月２３日（木）までに、質問及び回答内容を全ての参加者に電子メールで

行う。 

 

９ 選定方法 

(1) 提案書、見積書及びプレゼンテーションによる審査を行い、その内容を総合的に評価するプ

ロポーザル方式で選定を行う。１０．評価基準中「視認性」「操作性」及び「付加価値」の項

目について、いずれかの評価点数が２割５分以下の場合、失格するものとする。なお、提案者

が１者のみの場合、評価基準により算出した点数の満点の６割を基準とした最低基準点を満た

せば、委託事業者として選定する。ただし、この場合も、「視認性」「操作性」及び「付加価

値」の項目について、いずれかの評価点数が２割５分以下の場合、失格するものとする。 

(2) プレゼンテーション 

  ① 所要時間 



    １者あたり７５分程度(予定)（説明時間６０分以内、質疑応答１５分程度） 

  ② 開催日時 

    令和８年８月７日（金）午後１時を予定（詳細日時は、参加者に別途通知。） 

  ③ 備考 

    当日は、プレゼンテーションを行う順番を決定するためのくじ引きを実施する。 

    選定委員にデモＰＣを操作させる形でプレゼンテーションを行う場合、選定委員及び事 

務局が操作可能なデモＰＣ計７台分（配線等含む）については、提案者自ら準備するこ

と。 

また、プレゼンテーションにプロジェクターを使用する場合、ＰＣ（配線等含む）につ

いては、提案者自ら準備すること。（スクリーン、プロジェクター（Panasonic:PT-

VW245N/PT-LW375J 又は EPSON:EB-X31）及び電源については本市で準備する。） 

(3) 選定結果 

令和８年８月１４日（金）までに、全ての参加者に対して文書で通知する。なお、選定結果

に対する異議申し立て等については、一切受け付けない。 

 

１０ 評価基準 

評価項目（大項目） 評価項目（小項目） 評価基準 

例規データベースシステム

の構築・管理 

データ更新 

仕様書で示す回数よりどれだけ高い

頻度でかつ迅速に更新作業ができる

か。 

登載データ 
仕様書で示す基準日からどれだけ過

去に遡ってデータを搭載できるか。 

外部公開用例規 

外部公開用例規を使用する市民にと

って、操作及び閲覧がしやすいもの

であるか。 

各システムの利用 

（例規システム、法令検索

システム） 

視認性 
画面上で視認できる情報量が豊富で

あるかどうか。 

操作性 

検索及び閲覧に当たり、操作がわか

りやすいものになっているかどう

か。 

収録件数 
法令等の収録件数が豊富であるかど

うか。 

更新頻度 
法令等の改正に迅速に対応している

ものであるかどうか。 



システムサポート体制 

アフターケア 

各システムに係る問合せ・要望に迅

速かつ柔軟に対応できる運営体制が

構築されているか。 

研修実施体制 
システム操作及び法制執務に係る研

修の実施体制が構築されているか。 

その他サービスの提供 付加価値 

法制執務に係る業務の更なる効率化

に資するＤＸを活用したサービスが

あるか。また、そのサービスにおい

て各システムにシームレスに遷移で

きるか。 

見積価格 － 

初年度（令和９年１月から３月ま

で）及び残りの履行期間（令和９年

４月１日から令和１３年１２月３１

日まで）分を見積ること。ただし、

履行期間全体における提案価格は、

事業費上限額（１３，９００，００

０円（消費税及び地方消費税を含

む。））を、初年度における提案価

格は、事業費上限額（７２４，１６

４円（消費税及び地方消費税を含

む。））を超えないこと。 

配点 ×（提案価格のうち最低価格/

自社の提案価格） 

※小数点以下四捨五入 

 

１１ その他 

(1) 提案者からの質問又は照会は、この要領、仕様書及び提出書類に関わるものに限って受け付

けることとし審査及び評価に係るものは受け付けない。 

(2) 提案に係る一切の費用(書類の提出を含む)については、全て提案者の負担とする。 

(3) 提出された書類は、返却しない。 

(4) 提出された書類の内容に虚偽又は不正の事実があった場合は、当該書類を無効なものとし、

当該書類の提出提案者は失格するものとする。 

(5) この選定については、当該業務に係る予算の範囲内で実施するため、そのことにつき、委託

事業候補者に不利益が生じたとしても、市はその責めを負わない。 

 

１２ スケジュール 



項目 日程 手続の方法 

参加意思表明に関する質問受

付 

令和８年７月１日（水）から

７日（火）午後５時３０分ま

で 

行政管理部法務文書課へメー

ルにて。回答は随時。 

参加意思表明の申請 

令和８年７月１日（水）から

９日（木）午後５時３０分ま

で 

行政管理部法務文書課へ持参

又は郵送にて 

提案資格確認結果通知書の送

付 

令和８年７月１５日（水）ま

で 
全ての参加者に対し郵送にて 

提案書・見積書及び経費内訳

書に関する質問受付 

令和８年７月１５日（水）か

ら２１日（火）午後５時３０

分まで 

行政管理部法務文書課へメー

ルにて 

提案書・見積書及び経費内訳

書に関する質問への回答送付 

令和８年７月２３日（木）ま

で 

全ての参加者に対しメールに

て 

提案書・見積書及び経費内訳

書の提出 

令和８年７月１５日（水）か

ら令和８年７月３１日（金）

午後５時３０分まで 

行政管理部法務文書課へ持参

又は郵送にて 

参加の辞退 
令和８年８月７日（金）選定

委員会開始まで 

行政管理部法務文書課へ電話

にて 

及び後日辞退届(様式３)を持

参又は郵送にて 

選定委員会(プレゼンテーショ

ン) 

令和８年８月７日（金）午後

１時（予定） 
実施場所未定 

選定結果の通知 
令和８年８月１４日（金）

（予定） 
全ての参加者に対し郵送にて 

 

１３ 問合せ先及び書類提出先 

  〒５７７―８５２１ 東大阪市荒本北一丁目１番１号 本庁舎１２階 

   東大阪市行政管理部法務文書課 TEL ０６―４３０９―３１２１ 

   メールアドレス:homubunsho@city.higashiosaka.lg.jp 

   担当：梶本・表・若狹 

mailto:homubunsho@city.higashiosaka.lg.jp

